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暗

=る局、

言繭

移
植
民
奨
励
問
題
三
世
の
謬
見

山

本

美

1越

乃

国
土
の
面
積
狭
小
な
る
の
み
な
ら
す
、
此
の
閥
土
内
に
包
蔵
せ
る
富
源
に
就
き
て
考
ふ
る
も
、
敢
て
嬰
宮
な
h

E
稀
し
得

J

べ
か
ら
F
る
に
、
濁
り
人
口
増
加
の
趨
勢
の
み
は
歳
正
共
に
盆
々
速
度
を
加
へ
ん
さ
し
っ
、
あ
る
震
が

聞
の
如
き
に
在
、
り
て
は
、
人
口
問
題
の
解
決
は
買
に
諸
般
の
国
策
の
中
軸
を
成
す
も
の
ぜ
謂
ふ
も
決

L
rし
過
言
に

あ
ら
中
、
然
る
に
従
来
政
府
に
於
て
も
民
間
に
於
て
も
此
の
最
も
重
大
な
る
根
本
問
題
の
解
決
じ
深
(
留
意
す
る

所
な
〈
し
て
、
却
て
其
の
反
影
に
過
ず
ぎ

ι農
村
の
疲
弊
及
商
工
業
山
不
振
を
慨
し
て
、

或
は
之
が
救
済
の
方
法

を
論
じ
、
或
は
其
の
振
興
策
を
提
唱
せ
ん
ご
す
る
が
知
一
手
放
ゐ
る
は
、
吾
人
を
以
て
観
れ
ば
恰
も
根
幹
を
廟
み
A
V

L
て
徒
に
枝
葉
を
論
争
る
の
惑
を
閥
民
自
ら
悟
ら
古
る
の
戚
な
き
に
あ
ら
争
、
今
や
我
が
閣
は
各
積
の
方
面
よ
h'

岡
策

ω
大
本
を
弦
究

L
て
、
施
政
の
根
本
方
針
を
樹
立
せ
ゴ
る
べ
か
ら
古
る
必
要
に
迫
ら
れ
つ
、
あ
る
を
以
て
、



諸
般
の
闘
策
の
中
核
を
戚
せ
る
人
口
問
題
の
解
決
仁
閲
し
て
も
、
亦
徹
底
的
に
其
の
方
針
を
確
立
す
る
の
要
あ
る

こ
ぜ
は
論
を
侠
た
れ
向
。

然
る
に
従
来
人
口
問
題

ω論
議
せ
ら
る
、
所
に
於
1
は
、
偲
A
T
芸

ω内
容
に
閲
し
て
は
多
少
の
差
異
あ
る
も
、

要
す
る
に
消
極
的
及
積
極
的

ωニ
方
面
よ

h
之
が
解
決
策
の
提
議
せ
ら
る
、
を
常
ご
す
、
消
極
的

ω方
面
よ

h
す

る
人
口
問
題
の
解
決
策
は
、

二
開
聞
の
異
な
れ
る
意
見
あ
り
、

~II レ
もす
第 1

- J;J. 
は来
制.阪
慾.に
主.幾
義.多
にの
立.人
間l・々
せ.に
る.依

人1)
口て
増.唱
加.へ
の.ら
自.れ
然. 12. 
的る
の.月7
防.に
止.し
策.で

し之

も

換亦

言
せ
ば
各
人
M
V

性
慾
を
恨
む
こ
ご
に
依
り
て
人
口
の
増
加
を
珠
防
せ
ん
記
す
る
も
の
で
ゐ
る
、
併
し
此
の
如
き
事

は
四
想
正

L
て
は
寒
仁
望
ま

L
き
所
な
る
も
、
寅
際
に
於

τは
頗
る
困
難
な
る
問
題
古
溝
せ
ざ
る
を
得
守
、
蓋
し

斯
か
る
方
法
に
依
る
人
口
増
加
の
防
止
策
は
、
結
局
闘
民
の
道
義
翻
念
に
訴
へ
、
各
人
の
道
義
的
自
信
心
よ
h
性

制
加
を
恨
む
の
念
を
起
す
に
あ
ら
す
ん
ば
其
の
目
的
を
蓬
す
る
こ
£
能
は

F
る
も
、
此
の
事
白
醐
胞
が
阪
に
普
通
人
に

は
之
を
望
み
得
べ
か
ら
ぎ
る
一
助
の
も
の
に

L
て
、
殊
に
何
れ
の
闘
に
於
て
も
人
口
増
加
卒
の
最
も
大
な
る
下
層
階

級
仁
属
す
る
者
は
、
叉
斯
か
る
道
義
的
の
白
魔
心
に
於
て
も
決
し
て
鋭
敏
な

h
t
縛
す
る
を
得
、
さ
る
か
ら
で
あ

る
、
放
に
此
の
方
法
に
依
り
て
人
目
的
増
加
を
濠
防
せ
ん
ピ
す
る
も
到
底
其
の
目
的
を
達
し
得
4

吉
見
込
が
な

し、。
此
の
如
〈
制
慾
主
義
に
立
脚
せ
る
人
口
増
加
の
自
然
的
の
防
止
策
は
、
賞
際
上
に
於
て
は
殆
げ
と
数
カ
を
有
サ

F

時
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植
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六
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一

O
九
二

る
よ
り
、
性
慾
は
之
を
制
す
る
ニ
ご
な
き
も
、
唯
其
の
一
結
果
Z
し

τ現
は
る
ペ
き
人
日
の
増
加
の
み
を
人
魚
的
に

防
止
す
る
方
法
に
依
り
て
、
人
口
問
題
セ
解
決
せ
ん
ざ
す
る
主
張
を
生
中
る
に
至
れ

h
・
此
の
第
二
の
方
法
は
第

一
の
も
の
に
針

L
て
之
を
充
慾
主
義
に
立
脚
せ
る
人
口
増
加

ω人
相
対
的
の
防
止
策
己
解
す
る
こ
ど
そ
得
イ
〈
、
彼

の
す
ン
ガ
!
一
波
の
産
児
制
限
認
の
如
き
は
郎
も
之
に
麗
す
る
も
の
で
あ
る
、
乍
併
此
の
設
の
賞
行
の
結
果
は
、

綴
hJ
に
人
口
の
制
限
上
に
は
多
少
の
数
呆
あ
り
さ
す
る
も
、
(
賓
際
上
に
於
て
は
現
今
は
之
さ
へ
頗
る
疑
問
に
属

す
)
、
其
の
竿
面
に
於
工
は
又
枇
権
問
風
致
上
に
及
ぼ
す
弊
賓
の
決

L
て
砂
か
ら
ざ
る
も
の
ゐ
る
ヨ
}
ご
を
思
ふ
時
は
、

国
情
の
如
何
を
考
察
せ
守
し
て
唯
直
誇
的
に
此
の
方
法
を
採
用
せ
ん
ご
す
る
が
如
き
斡
卒
な
る
行
動
は
、
之
を
慌

ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。

-一

要
す
る
に
以
上
の
ニ
方
法
は
其
の
立
脚
貼
を
異
に
す
る
も
、
何
れ
も
消
続
的
の
方
面
よ
り
人
口
問
題
を
解
決
せ

ん
さ
す
る
貼
に
於
て
は
一
で
ゐ
る
、
併
し
由
来
消
極
的
の
解
決
方
法
は
其
の
如
何
な
る
稲
類
の
も
の
た
る
を
問
は

十
、
積
極
的
り
解
決
方
訟
を
議
官
ん
ご
す
る
も
芸
の
途
無
き
場
合
に
、
止
む
な
〈
之
に
依
る
べ
き
も
の
に
し
て
、

積
柿
的
の
解
決
方
法
の
向
ほ
礎
存
せ
る
に
拘
ら
守
、
業
の
方
法
に
劃
す
る
忠
震
な
る
阿
究
三
周
到
な
る
考
察
ご
を

廻
ら
さ
す
し
一
1
、
直
ち
に
消
極
的
の
解
決
方
法
に
依
頼
せ
ん
ご
す
る
が
如
き
は
、
少
〈
ご
も
人
口
問
題
の
如
き
共

の
影
響
す
る
所
極
め
て
大
な
る
問
題
り
研
究
者
の
態
度
ご
し
て
は
、
調
れ
る
も
の
ご
言
は
ね
ば
な
ら
心
、
現
A
1
我



が
闘
に
於
て
人
口
問
題
を
口
に
す
る
論
者
の
多
く
は
、
概
ね
此
の
謀
、
り
仁
陥
り
つ
、
ゐ
る
者
己
評
す
る
も
不
可
な

し、
F

現
に
積
極
的
の
解
決
方
法
に
し
て
存
す
る
以
上
は
先
づ
此
の
方
面
に
会
カ
セ
注
ぎ
、
此
の
方
法
に
依
る
も
倫

ほ
共
の
目
的
を
迭
す
る
こ
ご
能
は

F
る
場
合
に
、
消
極
的
の
解
決
方
法
に
閲
し
て
考
慮
す
る
も
決
し
て
還
し
ご
せ

十
、
今
日
は
未
ガ
此
の
積
棒
的
の
解
決
方
法
に
就
き
て
す

c
何
等
具
慨
的
の
研
究
の
透
げ
ら
れ
た
る
も
の
な
〈
、

否
多
少
其
の
研
究
を
進
め
っ
、
ゐ

h
Z
す
る
も
、
其
の
目
的
を
達
す
る
に
必
要
な
る
機
関
及
設
備
に
至
り
て
は
皆

無
で
あ
る
、
換
言
せ
ば
積
格
的
解
決
方
法
の
可
龍
な
'
り
や
否
や
を
決
す
べ
き
材
料
す
ら
、
未
だ
充
分
に
備
は
b
居

ら
ざ
る
朕
態
な
る
に
、
世
論
の
多
〈
は
早
〈
蹴
に
積
瓶
的
解
決
法
の
不
可
能
な
る
を
唱
へ
、
且
之
に
捉
は
れ
ん
ご

す
る
の
風
め
る
は
、
軽
卒
に
し
て
研
究
心
を
峡
け
る
岡
民
性
の
一
端
を
一
不
す
も
の
古
稀
す
る
を
得
イ
し
。

然
ら
ば
積
極
的
の
解
決
方
法
ご
は
何
ぞ
や
、
這
は
4

一
一
ロ
ム
迄
も
な
〈
過
剰
人
口
の
一
部
を
闘
外
に
後
展
せ
し
む
イ

き
移
植
民
事
業
の
保
護
奨
瑚
に
依
り
て
、
能
ふ
限
ち
之
が
解
決
J
H
法

ee講
品
ぜ
ん
ご
す
る
こ
正
是
れ
な
り
、
然
る
に

之
に
謝
し
て
は
世
論
の
多
〈
は
k
越
の
如
〈
寧
ろ
悲
観
設
に
傾
き
っ
、
あ
る
も
の
、
知
〈
で
あ
る
、
而
し
て
芸
の

論
僚
ご
す
る
所
は
殆

y↓
皆
一
に
し
て
、
日
く
『
図
土
の
面
積
に
比

L
て
人
口
の
過
多
な
る
我
が
闘
の
如
、
さ
に
於
て

は
、
移
植
民
事
業
の
必
要
な
る
斗
さ
は
理
論
Z
L
て
は
何
人
も
之
に
疑
義
を
挟
む
者
な
し
、
唯
貫
際
問
題
Z
じ
て

既
に
今
日
に
至
る
迄
幾
多
の
人
命
に
依
'
り
て
宜
(
の
必
要
を
カ
設
せ
ら
れ
た
る
に
拘
ら
守
、

之
に
謝
す
る
国
民
の
反

響
は
比
較
的
小
に
し
で
、
現
今
植
民
地
を
合
せ
て
海
外
各
地
に
後
展
せ
る
内
地
人
の
教
は
百
二
十
蔦
人
に
充
た
宇
、

時

論

移
植
民
奨
励
問
題
&
世
の
謬
見

第
十
λ
巻

(
第
六
貌

七
七
)

一
O
九
三



時

諭
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植
民
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踊
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と
世
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且
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十
人
容

(
第
六
腕

七
八
)

一O
九
四

多
年
移
植
民
事
業

ω必
要
を
絶
叫
し
て
獲
る
所
は
僅
に
二
筒
年
間
の
人
口
の
増
加
率
を
緩
和
し
得
た
る
に
過
ぎ

予
、
之
仁
・
自
・
り
て
蹴
れ
ば
移
植
民
事
業
の
奨
励
は
其

ω暗
部
の
大
な
る
仁
似
十
其
の
牧
獲
の
甚
だ
小
な
る
も
の
に
し

工
、
要
す
る
に
我
が
悶
民
は
移
植
民
事
業
に
は
成
功
L
待
古
る
国
民
た
り
、
況
ん
や
近
時
の
如
〈
に
何
慮
に
行
〈

も
日
本
人
排
尿
の
韓
の
大
な
る
時
代
に
於
て
は
、
我
が
闘
民
の
海
外
後
展
の
事
業
は
盆
々
困
難
ピ
な
ら
ゴ
る
を
得

す
、
故
に
年
々
増
加
せ
ん
古
す
る
人
口
を
移
植
民
事
業
の
奨
励
に
依
b
て
解
決
せ
ん
ざ
す
る
が
如
き
は
、
言
ム
4

〈
[
て
行
ひ
得
ペ
か
ら
ぎ
る
一
一
明
の
昼
想
で
あ
る
』
さ
き
ロ
ふ
に
蹄
着
す
る
o

寒
に
年
々
増
加
せ
ん
芭
す
る
人
口
の
纏

τを
、
移
植
民
事
業
の
奨
励
に
依
り
て
閣
外
に
移
住
せ
し
め
ん

Z
す
る

が
如
き
ニ
ご
は
、
論
者
の
言
の
如

t
に
一
輔
の
荏
想
た
る
を
兎
れ
古
る
や
も
知
心
中
、
乍
併
今
日
に
至
る
迄
多
年

多
〈
の
人
々
に
依
り
て
禁
の
必
要
b
z
力
説
せ
ら
れ
た
る
じ
拘
ら
子
、
之
に
謝
す
る
悶
民
の
反
響

ω比
較
的
小
な
る

の
故
を
以
て
、
直
ち
に
我
が
園
民
は
移
揃
民
事
業
に
通
せ
ざ
る
者
の
如
〈
に
推
断
す
る
に
至
り
て
は
其
の
浅
見
寧

ろ
峻
ム
イ
〈
、
比
の
稽
の
論
者
は
未
だ
移
植
民
事
業
の
何
た
る
を
解
せ

e
さ
る
岩
吉
評
す
る
も
不
可
な
し
。

従
来
我
が
図
に
於
て
移
植
民
事
業
の
必
要
を
力
説
し
た
る
人
は
頗
る
多
き
も
、
之
が
寅
行
方
法
に
至
る
迄
精
細

な
る
研
究
を
遂
げ
忙
る
人
は
甚
だ
少
し
、
移
植
民
事
業
の
如
き
は
抽
象
的
の
議
論
に
の
み
耽
る
や
へ
き
閑
問
題
に
あ

ら
中

Lτ
、
買
に
悶
民
の
生
存
上
に
至
大
の
関
係
を
有
せ
る
貫
際
問
題
た

b
、
阪
に
此
の
如
き
重
大
な
る
寅
際
関

題
柁
る
以
上
は
、
如
何
じ
し
て
之
を
質
行
す
べ
き
か
は
該
事
業

ω必
要
を
唱
ふ
る
ピ
同
時
に
、
併
せ
て
攻
究
せ
ら



る
4
h
き
所
の
も
の
た
る
に
拘
ら
中
、
事
賞
は
会
〈
之
仁
反
し
て
草
に
抽
象
的
の
議
論
ヰ
し

τ弄
ば
れ
つ
、
あ
る
こ

さ
は
、
頗
る
遺
憾
ピ
線
せ
ぎ
る
を
得
す
。

一一一

凡
そ
国
民
の
一
部
を
外
に
移
し
て
品
目
展
せ
し
め
ん
古
す
る
こ

Z
は
、
其
の
事
向
僅
に
於
て
既
に
容
易
の
業
に
あ

ら
歩
、
何
ご
な
れ
ば
人
は
貨
物
ご
異
な

h
家
放
的
関
係
・
郷
土
的
翻
念
・
風
俗
・
習
慣
・
言
語
・
生
活
様
式
等
諸
積
の

事
情
の
支
配
を
受
〈
子
炉
~
以
て
、
其
の
本
来
の
性
質
よ
り
せ
ば
最
も
多
〈
の
移
動
性
を
有
せ
る
に
拘
ら
す
、
質
際

上
に
於
て
は
此
の
特
質
を
自
由
に
溌
揮
す
る
司
}
正
を
得
ま
る
般
態
に
在
る
を
以
て
い
・
め
る
、

家
族
・
親
戚
・
故
信
・

幼
時
よ
り
親
み
深
き
故
国
の
山
川
・
風
光
等
一
ご
し
工
其
の
移
住
心
を
阻
止
せ

F
る
も
の
な
〈
、
然
か
も
向
ほ
是

等
の
障
碍
を
排
し
て
漂
然
異
郷
の
客
ご
な
り
、
比
蕗
に
新
に
墳
墓
の
地
を
索
め
ん
古
す
る
が
如
き
こ
ご
は
決
し
て

容
易
の
業
に
あ
ら
す
、
然
る
に
此
の
容
易
な
ら
ぎ
る
事
業
を
、
従
来
は
単
に
筆
舌
上
の
奨
胤
又
は
後
援
の
み
に
依

h
て
成
就
せ

L
め
ん

Z
L、
何
等
質
質
的
に
保
護
奨
励
の
方
法
を
講
じ
た
る
を
聞
か
中
、
此
の
如
(
に
し

τ偶
々

ーし

該
事
業
の
意
の
如
(
に
進
捗
せ

.3
る
を
見
る
や
、
直
ち
に
我
が
困
民
は
移
植
民
事
業
に
…
通
せ
宇
己
一
五
ふ
が
如
き
断

案
を
下
し
E
、
国
民
の
海
外
後
展
の
雄
志
を
挫
折
せ
し
む
る
を
瀧
正
せ
hJ
、
古
〈
は
メ
キ

V

2
・ぺ

UF1
の
移
民

の
援
助
の
如
吉
、
叉
近
〈
は
揃
韓
移
民
集
中
論
及
南
米
移
民
の
奨
励
の
如
注
、
何
れ
も
皆
此
の
例
な
ら

F
る
は
な

[ノ。

時

諭

移
植
民
提
働
問
題
&
世
の
謬
且

第
十
λ
容

(
集
大
腕

七
九
)

一O
九
五



時

論

移
植
民
艶
励
問
題
〉
」
世
申
謬
見

第
十
入
品
世

(
第
六
貌

入

O
)

一O九
六

移
椛
民
事
業
の
如
き
大
業
が
、
皐
に
筆
舌
上
の
築
胤
又
は
後
援
の
み
に
依
り
て
成
就
せ
ら
る
、
も
の
、
如
〈
に

考
ふ
る
こ
吉
は
、
移
住
者
の
心
理
及
其
の
境
遇
を
・
築
せ
や
、
叉
該
事
業
の
本
質
を
解
せ
ぎ
る
の
甚
し
き
も
の
Z
評

せ
F
る
を
得
示
、
五
日
人
を
し
て
言
は
し
む
れ
ば
何
等
資
質
的
の
保
護
奨
励
に
浴
せ
ぎ
り
し
我
が
図
の
泡
去
の
移
植

民
事
業
が
、
兎
仁
角
今
日
迄
の
成
績
を
収
め
得
た
る
ご
ご
は
、
会
〈
国
民
の
海
外
俊
民
の
希
鋭
の
旺
盛

ω
結
果
に

じ
て
、
比
の
結
よ
り
論
中
る
時
は
我
が
岡
氏
は
移
楠
民
事
業
に
通
せ
ざ
る
凶
民
に
ゐ
ら
や
し

τ、
導
〈
に
其
の
法

を
以

τせ
ば
世
帯
ろ
之
に
通
せ
る
図
民
な
り
さ
縛
す
る
を
得
4

し
、
果
し
て
然
h
Z
せ
ば
問
題
は
此
の
海
外
接
展
の

希
望
Z
意
気
ご
含
有
せ
る
園
民
を
し
て
、
主
(
の
目
的
を
蓬
せ
し
め
ん
ご
せ
ば
如
何
に
匁
す
イ
き
炉
ご
言
ふ
こ
さ
に

婦
着
す
、
而
し
て
此
の
問
題
の
解
決
こ
え
に
費
に
本
論
の
主
眼
ご
す
る
所
な
る
を
以
て
、
以
下
項
を
分
ち
て
之
を
細

論
せ
ん
ご
す
。

四

我
が
国
の
如
〈
岡
土
の
面
積
に
比
し
て
人
口
増
加
率
の
大
な
る
闘
に
於
て
は
、
過
剰
人
口
の
一
部
を

(
第
二

図
外
に
移
住
せ
じ
め
ん
ご
す
る
問
題
は
、
枇
曾
・
経
済
・
産
業
・
其
の
他
諸
般
の
闘
策
に
甚
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
す

。
へ
き
根
本
問
題
允
る
に
拘
ら
す
、
従
来
斯
か
る
問
題
内
解
決
は
会
〈
之
を
民
間
に
委
ね
、
政
府
は
国
民

ω一順一利よ

hzJ
は
寧
ろ
他
国
に
封
す
る
関
係
を
顧
慮
し
て
、
成
る
ペ
〈
之
に
開
興
せ

F
ら
ん
こ
吉
に
努
め
、
叉
仮
令
之
に
閲
奥

す
る
場
令
ご
錐
も
一
般
に
治
秘
的
の
態
度
を
採
h
、
積
極
的
に
国
民
の
海
外
俊
展
の
事
業
を
有
利
の
方
面
に
導
が



ん
芭
す
る
が
如
き
熱
心
を
被
け
り
、
殊
に
移
民
事
業
に
謝
す
る
従
来
の
政
府
の
態
度
以
、
白
岡
民
の
繭
利
を
保
護

す
る
よ
り
は
、
寧
ろ
他
岡
民
の
戚
鯛
を
害
せ
さ
ら
ん
こ
ご
に
浪
々
ざ
し
て
、
却
て
他
国
に
来
性
ら
る
、
が
如
き
傾

き
主
へ
あ
り
、
北
米
移
民
問
題
の
如
き
は
之
が
照
著
な
る
一
例
た
h
、
此
の
如
〈
ん
ぱ
図
民
の
海
外
費
削
庇
の
事
業

は
永
久
に
某
の
成
果
全
牧
む
る
こ
子
伊
、
得
Y
る
ぺ
し
。

移
植
民
事
業
の
如
き
は
宇
ば
閤
家
的
の
事
業
ご
し
て
政
府
自
ら
之
が
保
護
監
督
奨
励
指
導
の
任
に
常
り
、
他
国

吉
国
交
上
の
親
善
を
害
せ

F
る
程
度
に
於
て
、
積
械
的
に
之
が
進
捗
を
園
る
。
へ
き
で
ゐ
る
、
而
し
て
此
の
目
的
を

達
成
す
る
方
法
己
し
で
は
、
先
づ
移
植
民
事
業
脅
統
一
管
理
す
ペ
き
有
力
な
る
中
官
臆
を
設
り
、
各
移
住
地
に

は
叉
直
接
移
住
者
の
保
護
指
導
の
任
に
嘗
る
べ
き
機
闘
を
特
設
し
て
、
是
等

ω機
闘
争
}
経
て
内
外
相
慮
じ
て
組
織

的
に
移
植
民
政
策
を
確
立
賀
行
せ

L
め
ん
ニ
芭
に
努
む
ぺ
き
で
あ
る
、
此
の
黙
に
閲
し
て
は
世
界
に
於
け
る
有
数

の
移
民
固
た
る
伊
太
利
の
制
度
は
参
考
に
値
す
w
へ
き
も
の
が
あ
る
o

的
も
伊
太
利
に
於
て
は
政
府
は
移
民
の
保
護
奨
瑚
の
刷
局
め
に
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
講
じ
、

之
が
匁
め
に
は
中
央
政

府
に
特
に
移
民
局
な
る
も
の
を
置
き
て
該
事
業
を
統
轄
せ
し
め
、
叉
移
民
の
原
籍
地
に
は
移
民
局
支
部
者
〈
は
移

民
協
曾
ゆ
如
き
機
闘
を
設
り
、
之
を
通
じ
て
海
外
各
地
仁
於
打
る
移
民
の
紋
況
及
其
の
地
方
の
貫
情
を
知
ら
し
む

る
Z
共
に
、
族
券
其
の
他
移
住
に
必
要
な
る
手
飽
き
を
も
局

3
L
め
、
叉
移
民

ω出
後
港
に
は
宿
舎
を
設
け
て
波

航
者
の
宿
泊
に
同
門
賞
を
奥
へ
、
岡
替
共
の
他
携
帯
品
の
購
入
等
に
至
る
迄
暴
利
岩
を
し
て
乗
守
し
む
る
の
機
曾
無

"1' 

諭

移
植
民
奨
助
問
題
と
世
の
謬
見

第
十

λ
巻

(
第
六
掘

八
一
)
一

O
九
七
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植
民
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か
ら
し
む
、
一
見
に
移
民
の
運
送
舶
に
は
軍
陣
閣
を
同
来
せ
し
め
、
仙
川
中
に
於
て
は
墜
師
た
る
ご
同
時
に
移
民
監
督
官

た
る
資
格
を
有
L
、
航
海
中
に
費
生
す
4

き
一
日
切
の
紛
守
を
裁
決
せ
し
む
、
移
住
地
に
於
け
る
移
民
の
保
護
は
、

英
の
闘
の
政
治
上
及
枇
曾
上
の
事
情
に
依
り
て
必
A
V
L
も
同
一
な
ら
苫
る
も
、
大
館
に
於
て
伊
太
利
の
移
民
監
督

官
は
移
民
の
到
着
港
に
滞
存
し

τ、
新
来
移
民
の
各
晴
刊
の
要
求
又
は
希
望
を
聴
取
し
て
之
に
援
助
を
奥
へ
、
若
し

不
法
に
上
陸
を
禁
止
サ
ら
品
、
が
如
き
場
合
に
は
移
民
に
代
り

τ抗
議
を
提
起
す
る
等
、
共
の
保
護
に
遺
憾
な
(

努
力
し
っ
、
あ
り
。

加
之
、
海
外
各
地
に
於
付
る
伊
太
利
の
移
民
監
管
官
は
、
移
民
蓮
円
卓
絶

ω臨
検
・
移
住
地
の
巡
調
・
移
民
の
生
活

紋
態
に
関
す
る
報
告
的
作
成
・
無
職
者
又
は
失
職
者
に
封
す
る
勢
働
の
紹
介
・
移
民
の
勢
働
契
約
の
改
善
等
に
闘
し

て
不
断
の
注
意
を
震
し
、
叉
此

ω如
、
吉
政
府
の
公
の
機
関
以
外
仁
、
伊
太
利
園
内
に
於
て
も
各
移
住
地
に
於
て

も
、
私
設
の
移
民
保
護
の
機
関
即
も
移
民
協
曾
の
如
き
も
の
存
し
、
移
民
局
は
是
等
の
機
関
に
謝
し
て
も
保
護
金

を
交
付
す
る
ご
共
に
、
主
(
の
行
動
を
領
事
及
移
民
監
督
官
を
し
て
監
調
せ
し
め
、
飽
ム
限
り
其
の
質
績
を
皐
げ
し

め
ん
こ
ご
に
注
意
し
っ
、
あ
り
。

要
す
る
に
伊
太
利
の
移
民
の
保
護
奨
励
に
闘
す
る
施
設
は
頗
る
周
到
に
し
て
、
決
し
て
我
が
園
の
如
き
一
無
責
任

な
る
放
任
主
義
を
採
ら
宇
、
苛
く
も
真
面
目
に
国
民
の
海
外
畿
展
の
目
的
を
違
せ
し
め
ん
ご
欲
せ
ば
、
少
〈
芭
も

以
上
の
如
き
保
議
的
施
設
を
必
要
=
す
イ
き
は
勿
論
に
し
て
、
何
等
新
か
る
施
設
を
有
せ
宇
危
険
の
全
部
は
之
を



移
住
者
に
負
撹
せ
し
め
、
唯
筆
舌
上
の
援
助
の
み
に
依
り
て
海
外
後
展
の
必
要
を
カ
設
す
る
も
、
自
ら
準
ん
で
其

の
危
険
を
胃
き
ん
E
寸
る
者
の
少
量
は
蓋
し
蛍
然
に
し
て
‘
此
の
如
き
事
情
の
下
に
置
か
れ
た
る
に
拘
ら
や
、
倫

は
今
日
に
至
る
山
内
山
我
が
園
民
の
一
部
が
海
外
鎌
田
此
の
大
士
山
を
懐
き
て
勇
往
遜
迩
し
た
る
こ
さ
は
、
寧
ろ
一
種
の
奇

蹟
た
る
が
如
き
成
ゐ
bJ
、
図
費
多
端
の
際
に
常
'
り
、
近
時
坊
聞
に
侍
へ
ら
る
、
げ
が
如
、
青
農
務
省
の
濁
立
・
交
通
省

の
新
設
Z
云
ふ
が
如
き
無
用
の
冗
費
を
支
出
し
得
る
の
依
力
あ
ら
ば
、
五
ロ
人
は
上
述
の
理
由
に
基
吉
、
我
が
閥
民

の
海
外
謙
一
展
の
事
業
を
統
一
管
掌
す
や
へ
き
移
植
民
省
の
新
設
を
最
大
急
務
ご
し
て
潟
政
者
に
勅
告
せ
ん
て
一
欲
す
る

者
で
め
る
。

(
第
二
)

海
外
後
展
の
事
業
に
闘
す
る
智
識
の
普
及
及
び
之
に
劃
す
る
国
民
の
注
意
古
典
味
を
喚
起
ぜ
し
め
ん

が
潟
め
に
、
先
進
諸
国
に
於

τは
移
植
民
博
物
館
・
問
書
館
・
物
産
陳
列
舘
等
を
各
地
に
設
置
し
、
叉
英
・
備
及
戦

前
の
濁
逸
の
如
き
は
中
等
程
度
の
諸
準
校
M
A
小
間
学
校
等
に
於
て
も
、
数
材
ご
じ
て
直
接
間
接
に
海
外
脱
官
民
の
事
業

に
閲
す
る
智
識
を
授
〈
る
の
方
針
を
採
れ
る
も
、
我
が
園
に
於
て
は
篭
も
此
の
如
き
施
設
に
注
意
せ
き
る
の
み
な

ら
す
、
甚
し
き
に
一
主
ち
て
は
軍
に
自
園
あ
る
を
知
っ
て
他
困
あ
る
を
知
ら
守
、
又
伎
A
T
之
を
知
る
も
主
(
の
貫
情
を

知
ら
し
む
る
に
足
ら

F
る
が
如
き
不
完
全
な
る
教
育
を
施
し
っ
、
ゐ
る
を
以
て
、
新
か
る
致
育
の
中
毒
の
結
果

は
、
相
蛍
の
滋
育
を
受
け
た
る
者
の
中
に
於

τす
ら
向
ほ
世
界
の
大
勢
に
過
性
守
、
海
外
後
展
の
事
業

ω何
た
る

を
相
併
せ

F
る
が
如
き
、
島
図
的
唯
我
濁
曾
主
義
者
伝
生
守
し
り
る
に
至
れ
り
、
国
民

ω海
外
畿
展
の
事
業
に
極
め

時

前

務
植
民
聖
働
問
題
、
左
世
回
謬
見

第
十
人
各

(
第
六
鋭

λ
=一
)

一O
九
九
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τ重
大
な
る
意
義
の
存
す
る
ニ
正

ew--認
め
、
ざ
る
を
待
F
る
、
特
殊
の
事
情
ゐ
る
我
が
園

ω如
き
に
在
り
て
は
、
時
府

来
世
曾
数
育
に
於
て
も
郡
平
校
教
育
に
於
て
も
前
述
の
紋
院
を
補
充
せ
ん
こ
正
に
注
意
仁
、
能
ふ
可
〈
ん
ば
移
楠
民

博
物
館
・
聞
書
館
・
物
産
陳
列
館
等
の
吐
食
品
棋
育
の
機
関
を
各
地
に
設
置
す
る
ご
共
に
、
中
等
数
育
及
初
等
激
育
の

教
材
中
に
も
、
海
外
扱
展
の
事
業
に
閲
す
る
知
識
の
普
及
に
必
要
な
る
事
項
を
挿
入
せ
し
め
ん
ニ
ご
に
特
に
意
を

用
ゆ
べ
き
で
め
る
。

(
第
三
)

移
植
民
事
業
を
飽
ふ
限
り
組
織
的
に
計
叢
し
、
従
来
の
如
き
無
意
味
な
る
園
鶴
的
の
移
住
、
換
言
せ

ば
軍
に
烏
合
の
衆
に
依
b
て
組
織
せ
ら
れ
た
る
移
住
閣
の
如
き
は
、
崎
町
家
は
大
に
之
を
改
む
る
の
必
要
あ
り
、
近

時
の
偽
蘭
西
人
の
海
外
後
展
の
事
業
に
閲
し
て
は
特
に
注
意
を
値
す
る
も
の
な
き
も
、
近
世
の
初
め
耶
蘇
新
品
棋
の

一
一
派
た
る
ヒ
ュ

l
グ
ノ

1
仮
に
依
り
て
組
織
せ
ら
れ
た
る
海
外
接
展
の
事
業
の
如
き
は
、
後
世
の
植
民
闘
に
幾
多

の
数
訓
を
残
し
っ
、
あ
り
、
元
来
同
振
に
麗
す
る
人
々
は
悌
繍
西
本
因
に
於
て
も
最
も
活
動
的
に
し
て
且
工
夫
カ

に
富
め
る
図
民
な
b
L
が
、
彼
等
の
海
外
に
移
住
せ
ん
ご
す
る
や
特
仁
工
業
者
・
商
人
及
航
海
者
を
交
へ
て
移
住

阻
を
組
織
し
、
工
業
者
は
各
椅
の
需
要
品
の
製
作
に
、
商
人
は
貨
物
の
由
民
寅
交
換
に
、
又
熟
練
な
る
航
海
者
は
交

逸
機
関
の
不
完
全
な

h
i鴬
時
に
於
て
は
海
外
後
展
に
は
必
要
快
〈
可
h
r

ら
F
る
要
素
ご
し
て
、
是
等
の
三
者
を

巧
み
に
配
合
し
て
組
織
的
の
移
住
を
企
て
た
る
を
以
て
、
同
仮
に
属
す
る
人
々
の
海
外
畿
展
の
事
業
は
到
る
腐
に

減
功
世
帯
臨
「
る
こ
ご
を
得
た
'
り
、
唯
斯
か
る
旭
勉
な
る
園
民
も
冶
倒
閣
政
府
の
偏
狭
な
る
宗
数
政
策
、
換
言
せ
ば



彼
等
が
新
教
徒
た
る
の
故
を
以
て
極
力
之
を
排
斥
し
迫
害
し
た
る
謀
れ
る
政
策
の
潟
め
に
、
遂
に
有
終
の
美
ゃ
済

す
こ
ピ
を
得
ぎ
b
し
は
遺
憾
な

h
Lも
、
兎
に
角
移
住
者
百

L
て
は
貨
に
深
慮
を
有
L
セ
る
悶
民
た
b
し
な
え

時
世
を
異
に
し
叉
園
情
を
異
に
せ
る
我
が
固
に
於
℃
は
、
彼
等
の
計
査
を
其
の
位
踏
襲
す
る
こ
Z
の
不
可
施
な
る

ぺ
き
は
論
を
侯
杓
片
手
Z
錐
も
、
又
従
来
の
我
が
闘
の
移
住
民
の
如
〈
に
唯
烏
合
の
衆
を
結
合
せ

L
め
て
移
住
園
を

組
織
す
る
が
如
き
こ
芭
は
、
会
〈
無
意
味
芭
移
せ
ざ
る
を
得
十
。

過
去
に
於
け
る
我
が
図
の
移
住
民
の
賓
況
を
湖
、
旦
彼
等
の
胸
底
に
潜
め
る
一
一
加
の
煩
悶
さ
も
稗
す
べ
き
も
の

を
察
す
る
に
、
彼
等
は
其
の
子
女
生
る
、
も
之
が
数
育
を
托
す
る
に
足
る
J

べ
量
殺
育
家
を
有
せ
宇
、
病
岩
あ
る
も

安
ん
じ
て
治
療
を
乞
ふ
べ
き
鶴
師
を
有
ザ
十
、
叉
家
族
中
に
死
者
を
生
宇
る
も
某
の
震
を
弔
ひ
、
遺
族
を
慰
む
る

に
適
す
る
宗
殺
家
を
有
せ
ゴ
る
こ
ご
は
人
生
の
最
大
不
幸
事
古
し
て
.
斯
か
る
勅
よ
り
、
来
住
の
初
士
山
を
献
し
、
多

少
の
貯
蓄
を
有
す
る
に
至
る
時
は
蹄
郷
を
急
が
ん
E
す
る
者
も
決
し
て
少
し
ご
せ
争
、
又
青
年
時
代
に
は
高
事
に

針
し

τ栃
め
て
無
頓
着
な
る
が
如
、
き
も
、
舵
年
時
代
を
過
ぎ
次
第
に
老
境
に
近
づ
〈
に
従
ひ
、
殆
い
こ
堪
ゆ
べ
か
ら

F
る
寂
実
の
情
に
駆
ら
る
、
も
亦
斯
か
る
貼
に
在
り
、
故
に
将
来
は
能
ム
限
h
教
育
家
・
欝
師
・
宗
致
家
等
を
其
の

中
に
交
へ
た
る
有
力
な
る
移
住
聞
を
組
織
せ
し
む
る
こ

Z
に
注
意
し
、
叉
一
定
の
場
所
に
定
着
し
て
此
虚
に
永
久

的
の
活
動
の
根
擦
を
掠
へ
し
め
ん
ご
せ
ば
、
此
の
如
き
完
全
な
る
組
織
を
有
せ
る
函
館
に
し
て
初
め
て
某
の
目
的

を
貰
徹
L
得
4

き
ニ
ご
を
、
汎
〈
闘
民
に
知
ら
し
む
る
の
必
要
が
あ
る
。

時

諭

移
植
民
勢
励
問
題
と
世
の
謬
且

第
十
八
巻

(
第
穴
競

八
五
)

。



時

布市

移
植
民
奨
励
問
題
と
世
の
謬
且

第
十
八
巻

(
第
六
競

F、
，、
) 

わ

(
第
四
)

移
住
民
の
出
品
幅
拡
に
は
沼
常
な
る
牧
容
所
を
設
村
、
出
品
田
前
一
円
止
の
期
間
移
住
者
ご
し
て
知
悉
せ

3

る
、
へ
か
ら
引
さ
る
事
項
、
例
へ
ば
移
住
地
の
地
理
・
歴
史
・
人
穏
・
気
候
・
風
俗
・
期
間
慣
・
一
肱
曾
恥
度
・
政
治
・
経
済
・
産
業

組
織
等
の
全
般
に
瓦
h
て
簡
易
な
る
琢
備
的
智
識
を
興
へ
、
叉
能
〈
移
住
地
の
住
民
さ
提
携
親
善
を
保
も
、
偏
狭

な
る
唯
我
的
の
思
怨
を
棄
て
、
共
存
共
栄
の
一
大
理
想
の
下
に
、
能
ふ
限
・
り
協
力
し
て
自
他
仙
幸
稲
を
計
ー
り
得
る

様
訓
練
を
施
す
機
闘
を
附
設
す
る
一
』
ご
を
要
す
、
従
来
我
が
岡
仁
於
て
は
此
ゆ
種

ω設
備
の
会
〈
柏
駅
如
せ
る
が
潟

め
仁
、
移
住
者
は
思
は
、
さ
る
所
に
思
は
ゴ
る
失
敗
の
稲
子
を
播
吉
、
移
住
地
に
於
て
指
揮
排
斥
を
受
〈
る
が
如
き

震
例
に
乏
し
か
ら
十
、
移
住
者
に
此
の
如
き
智
識
ご
訓
練
ご
を
奥
へ
ば
、
我
が
園
民
は
其
の
資
質
に
於
て
決
L
て

他
国
の
移
住
民
に
劣
る
も
の
に
あ
ら
や
、
新
か
る
軽
微
な
る
智
識
古
訓
練
ご
を
柏
駅
け
る
こ
ご
が
、
偶
々
人
橋
問
題

ご
結
合
し
て
排
斥
の
翠
を
大
な
ら

L
む
る
に
至
る
こ
ご
同
、
将
来
の
移
植
民
政
策
に
於
て
特
に
注
意
を
要
す
べ
き

問
題
だ
り
。

(
第
五
)

我
が
固
に
於
て
は
海
外
後
展
の
希
望
を
有
す
る
も
・
其
の
取
扱
手
続
繁
に
失
す
る
よ
旬
、
中
廷
に
し

て
之
を
断
念
す
る
に
至
る
者
も
敢
て
少
し
Z
せ
守
、
又
慢
令
共
の
手
続
は
左
迄
繁
雑
な
ら
十
ご
す
る
も
、
質
際
共

の
事
務
に
執
掌
す
イ
き
官
会
史
の
取
扱
手
績
に
閲
す
る
智
識
の
侠
乏
せ
る
よ
り
、
事
務
を
協
滞
せ
し
め
容
易
に
許

可
を
得
る
こ
ご
能
は

F
る
場
合
あ
り
、
故
に
新
か
る
黙
に
改
良
を
加
へ
雷
仁
取
扱
手
紛
を
槌
ふ
限
、
り
簡
に
す
る
の

み
な
ら
す
、
又
其
の
事
務
を
も
敏
速
に
慮
理
し
得
る
様
諮
嘗
の
方
法
を
講
十
る
必
要
あ
り
、
主
(
の
他
移
植
民
事
業



の
知
事
岡
蓮
の
消
長
に
至
大
の
関
係
を
有
せ
る
闘
家
的
の
事
業
に
持
し
て
は
、
政
府
は
園
庫
の
許
す
限
り
渡
航
費

其

ω他
必
要
な
る
費
用
を
補
助
し
て
之
が
奨
励
方
法
を
講
や
ザ
へ
き
は
勿
論
、
移
楠
民
事
業
の
保
護
奨
踊
を
目
的
ご

す
る
私
設
の
機
関
に
濁
し
て
も
、
相
嘗
の
保
護
を
奥
ふ
る
ご
共
に
叉
能
く
之
を
監
管
し
て
其
の
目
的
を
達
成
せ
し

h
U
4

き
で
あ
る
。

宜

萄
〈
も
図
民
の
海
外
援
展
の
事
業
を
成
就
せ
し
め
ん
ご
欲
せ
ば
、

4

以
上
要
越
せ
る
所
の
も
の
、
如
き
は
其
の
最

少
限
度
の
施
設
事
項
さ
も
稽
す
イ
き
も
の
だ
り
、
然
る
に
我
が
闘
に
於

τは
該
事
業
の
必
要
を
戚
十
る
-
}
己
、
他

闘
に
於
け
る
よ
h
も
一
層
切
な
る
も
の
あ
る
に
拘
ら
守
、
今
日
に
至
る
迄
是
等
の
施
設
の
何
れ
を
も
有
せ
ぎ
る
ニ

さ
は
、
会
〈
政
府
も
国
民
も
共
に
該
事
業
の
何
た
る
を
解
せ
ゲ
る
不
明
の
罪
に
原
因
す
る
も
の
ご
言
は
ゴ
る
を
得

守
、
何
等
之
に
必
要
な
る
施
設
を
須
古
や
し
て
徒
に
国
民
を
外
に
向
っ
て
畿
展
せ
し
め
ん
Z
す
る
も
、
そ
は
四
四
翼

を
奥
へ
守
し
て
高
天
に
飛
行
せ
し
め
ん
吉
す
る
に
等
し
(
、
到
底
其
の
殺
を
奏
す
る
も
の
に
あ
ら
さ
る
こ
ご
は
、

誠
君
を
侯
つ
迄
も
な
〈
明
白
な
る
事
柄
で
ゐ
る
、
相
判
明
晶
な
き
が
故
に
飛
行
に
堪
b
F
る
を
悟
ら
十
し
て
、
却
て
其

の
飛
行
能
力
を
疑
は
ん
ご
す
る
は
、
過
去
に
於
け
る
移
植
民
事
業
の
寅
続
よ
り
推
し
て
、
我
が
凶
民
は
該
事
業
に

趨
せ

?
z
断
定
す
る
論
者
の
心
理
紋
態
た
り
、
海
外
後
展
の
事
業
を
必
要
ご
せ
宇
ん
ば
即
ち
止
な
も
‘
之
を
必
要

ご
せ
ば
先
づ
前
述
の
如
、
喝
さ
諸
積
り
施
設
を
な
し
、
然
る
後
徐
ろ
に
我
が
図
民
性
の
呆
し
て
該
事
業
に
通
せ

F
ゐ
や

否
ゃ
を
批
判
す
イ
き
な
り
、
此
の
如
き
見
地

4
b
サ
ば
世
の
移
植
民
事
業
に
謝
す
る
悲
観
設
の
多
〈
は
、
何
等
の

償
値
h
a
有
せ

F
る
も
の
た
る
こ
ご
や
断
言
す
る
を
慨
ら
ぬ
。

時

論

移
柄
民
奨
帥
問
題
、
と
世
田
謬
見

第
十
八
巻

(
第
六
披

λ
七
)

O 


